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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一半体と第二半体とを交差枢着して、先端部に対象物を挟持又は切断する開閉作業部
を設けると共に、基端部に前記開閉作業部を開閉操作する開閉操作部を設けた開閉作業具
において、前記開閉操作部に閉力を加えて前記開閉作業部を閉動させ前記対象物を挟持又
は切断する際、前記対象物を挟持した状態で前記開閉操作部に加える前記閉力を増大させ
るに従い前記開閉操作部が内方に撓むように構成して、前記開閉操作部に前記閉力を増大
させながら加えていっていることを、この開閉操作部を握持する手若しくは押圧する手若
しくは指先で感じる又は撓み量を目視することでわかるように構成し、この開閉操作部の
内方への撓みにより接近してゆき前記閉力が所定値になったとき受部に当接する当接部を
開閉操作部の撓み可動部に設け、この受部と当接部とが当接した状態で前記閉力を更に増
大させるとこの当接部より基端側が更に撓む若しくは内方に可動するがこの増大した閉力
は前記開閉作業部には伝達されず前記対象物を挟持する挟持力若しくは前記対象物を切断
する切断力は、前記受部と前記当接部とが当接した際に前記開閉操作部に加えられていた
前記閉力に応じた挟持力若しくは切断力以上とならないように構成したことを特徴とする
開閉作業具。
【請求項２】
　一対の第一半体と第二半体とを途中で重合交差させて枢着し、この対向する第一半体と
第二半体との先端部を、挟持部若しくは切断部とする開閉作業部とし、前記対向する第一
半体と第二半体との基端部を、互いに内方の閉じ方向に押圧させる閉力を加えることで前
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記先端部の開閉作業部が閉動して対象物を挟持若しくは切断する開閉操作部とし、前記開
閉作業部となる前記第一半体の先端部と前記第二半体の先端部とで前記対象物を挟持した
状態で、更に前記開閉操作部に前記閉力を加えると、この閉力の増大に応じて少なくとも
前記第一半体の基端部若しくは前記第二半体の基端部が内方へ撓むように構成し、この撓
みによって可動する当接部とこの当接部が当接する受部とを前記開閉操作部に対向状態に
設け、前記閉力を増大させてゆくことで前記当接部を撓み可動させて前記受部に接近させ
、この閉力が所定値に達したとき前記当接部が前記受部に当接して、前記開閉操作部に加
える前記閉力を更に増大させ続けても、前記閉力の増大に応じて前記当接部より基端側は
更に撓む若しくは内方に可動するがこの増大する閉力は前記開閉作業部に伝達されず前記
対象物を挟持する挟持力若しくは前記対象物を切断する切断力は、前記受部と前記当接部
が当接した際に前記開閉操作部に加えられていた前記閉力に応じたピーク値となる挟持力
若しくは切断力以上とならないように構成したことを特徴とする開閉作業具。
【請求項３】
　前記開閉作業部は、前記第一半体の基端部と前記第二半体の基端部とを対向状態に配設
した前記開閉操作部を、手で握持する若しくは指先で挟持し内方へ押圧する前記閉力を加
えることで間隔が狭められる閉動動作をなして前記対象物を挟持若しくは切断する前記第
一半体の先端部と前記第二半体の先端部とから成り、この開閉作業部の前記第一半体の先
端部と前記第二半体の先端部とで前記対象物を挟持した状態で若しくは切断途中でこの対
象物を挟持した状態で更に前記開閉操作部に閉力を加えると、この開閉操作部の少なくと
も前記第一半体若しくは前記第二半体が内方へ撓むように構成し、この開閉操作部の前記
第一半体若しくは前記第二半体の一方の撓み可動部に前記当接部を設け、これと対向する
他方に前記受部を設け、前記開閉作業部が閉動し前記対象物を挟持するまでは前記当接部
と前記受部とは当接せず、前記対象物を挟持した際更に前記閉力を増大させることで前記
撓み可動部が撓み変形することにより前記当接部が前記受部に対して接近してゆき当接す
るように構成し、この当接部は前記第一半体と前記第二半体とを交差枢着する枢着部より
基端側であって前記開閉操作部を握持する若しくは指先で挟持して前記閉力を加える力点
部より先端側に設けたことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の開閉作業具
。
【請求項４】
　前記第一半体及び前記第二半体の枢着部よりも先端側を前記開閉作業部とし、基端側を
前記開閉操作部とし、この開閉操作部の握持部若しくは指先挟持部となる前記第一半体の
基端部と前記第二半体の基端部の一方に内方に突出状態に前記当接部を前記枢着部寄りに
設けると共に、他方にこの当接部と当接する前記受部を設けたことを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の開閉作業具。
【請求項５】
　前記開閉操作部に加える閉力が前記開閉作業部に伝達されこの閉力に応じて生じる前記
対象物を挟持する前記開閉作業部の挟持力は、前記開閉操作部の前記撓み可動部が撓んで
この撓み可動部に設けた前記当接部が前記受部に接近して当接するまでは前記開閉操作部
に加える閉力の増大に応じて増大し、前記当接部と前記受部とが当接した時点を境にして
、更に前記開閉操作部に加える閉力を増大させても、この開閉操作部に加える閉力の増大
に応じて増大せずに前記当接部と前記受部とが当接した当接時の前記閉力の所定値に応じ
た挟持力をピーク値として減少するように構成したことを特徴とする請求項２～４のいず
れか１項に記載の開閉作業具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開閉操作部に加えた閉力を開閉作業部に伝達してこの開閉作業部で対象物を
挟持したり切断したりする開閉作業具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来のペンチやニッパーなどの開閉作業具は、例えば、作業者が開閉操作部を握持する
握持力をてこの原理を用いて大きな挟持力や切断力に変えて開閉作業部に伝達して対象物
を挟持したり切断したりするものであった。
【０００３】
　そのため、作業者が開閉操作部に加える閉力を、できるだけ開閉作業具の先端部の開閉
作動する開閉作業部に効率よく伝達できるように開閉作業具全体の剛性強度を高めたもの
が一般的であった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、剛性強度の確保を主体とした開閉作業具では、開閉作動する開閉作業部
に必要以上の挟持力が加わりやすく、例えば、潰れ易いもの、壊れ易いもの、或いは表面
にキズが付き易いものなどデリケートな構造の対象物を挟持する場合には、開閉操作部に
加える閉力を、ちょっと加減を誤って必要以上に加えてしまうことで、開閉作業部に必要
以上の挟持力が作用し対象物を押し潰して破損させたり表面にキズを付けてしまったりす
るということがあった。
【０００５】
　そのため、対象物を潰したり、破損させたり、キズを付けたりしないように、作業者は
手先や指先に神経を集中させて開閉操作部に微妙な力加減で閉力を加える繊細且つ微細な
操作を余儀なくされ、そのための開閉操作部の微妙な力加減を調整しながらの操作は非常
に難しいものであると共に、作業効率を大きく低下させる要因となっていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、挟持操作によって潰したくないもの、壊したくないもの、或いは表
面にキズを付けたくないものなどデリケートな構造の対象物を挟持する際に、作業者が開
閉操作部に加える閉力を微妙な力加減で調整しながら慎重に操作することなく、例えば、
開閉操作部を単に握持操作若しくは指先で摘まみ操作するといった極めて簡易な操作で対
象物を潰したり、破損させたり、或いはキズを付けたりすることなく容易に挟持すること
ができる画期的な開閉作業具を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００８】
　第一半体１と第二半体２とを交差枢着して、先端部に対象物３を挟持又は切断する開閉
作業部４を設けると共に、基端部に前記開閉作業部４を開閉操作する開閉操作部５を設け
た開閉作業具において、前記開閉操作部５に閉力を加えて前記開閉作業部４を閉動させ前
記対象物３を挟持又は切断する際、前記対象物３を挟持した状態で前記開閉操作部５に加
える前記閉力を増大させるに従い前記開閉操作部５が内方に撓むように構成して、前記開
閉操作部５に前記閉力を増大させながら加えていっていることを、この開閉操作部５を握
持する手若しくは押圧する手若しくは指先で感じる又は撓み量を目視することでわかるよ
うに構成し、この開閉操作部５の内方への撓みにより接近してゆき前記閉力が所定値にな
ったとき受部６に当接する当接部７を開閉操作部５の撓み可動部８に設け、この受部６と
当接部７とが当接した状態で前記閉力を更に増大させるとこの当接部７より基端側が更に
撓む若しくは内方に可動するがこの増大した閉力は前記開閉作業部４には伝達されず前記
対象物３を挟持する挟持力若しくは前記対象物３を切断する切断力は、前記受部６と前記
当接部７とが当接した際に前記開閉操作部５に加えられていた前記閉力に応じた挟持力若
しくは切断力以上とならないように構成したことを特徴とする開閉作業具に係るものであ
る。
【０００９】
　また、一対の第一半体１と第二半体２とを途中で重合交差させて枢着し、この対向する
第一半体１と第二半体２との先端部を、挟持部若しくは切断部とする開閉作業部４とし、
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前記対向する第一半体１と第二半体２との基端部を、互いに内方の閉じ方向に押圧させる
閉力を加えることで前記先端部の開閉作業部４が閉動して対象物３を挟持若しくは切断す
る開閉操作部５とし、前記開閉作業部４となる前記第一半体１の先端部と前記第二半体２
の先端部とで前記対象物３を挟持した状態で、更に前記開閉操作部５に前記閉力を加える
と、この閉力の増大に応じて少なくとも前記第一半体１の基端部若しくは前記第二半体２
の基端部が内方へ撓むように構成し、この撓みによって可動する当接部７とこの当接部７
が当接する受部６とを前記開閉操作部５に対向状態に設け、前記閉力を増大させてゆくこ
とで前記当接部７を撓み可動させて前記受部６に接近させ、この閉力が所定値に達したと
き前記当接部７が前記受部６に当接して、前記開閉操作部５に加える前記閉力を更に増大
させ続けても、前記閉力の増大に応じて前記当接部７より基端側は更に撓む若しくは内方
に可動するがこの増大する閉力は前記開閉作業部４に伝達されず前記対象物３を挟持する
挟持力若しくは前記対象物３を切断する切断力は、前記受部６と前記当接部７が当接した
際に前記開閉操作部５に加えられていた前記閉力に応じたピーク値となる挟持力若しくは
切断力以上とならないように構成したことを特徴とする開閉作業具に係るものである。
【００１０】
　また、前記開閉作業部４は、前記第一半体１の基端部と前記第二半体２の基端部とを対
向状態に配設した前記開閉操作部５を、手で握持する若しくは指先で挟持し内方へ押圧す
る前記閉力を加えることで間隔が狭められる閉動動作をなして前記対象物３を挟持若しく
は切断する前記第一半体１の先端部と前記第二半体２の先端部とから成り、この開閉作業
部４の前記第一半体１の先端部と前記第二半体２の先端部とで前記対象物３を挟持した状
態で若しくは切断途中でこの対象物３を挟持した状態で更に前記開閉操作部５に閉力を加
えると、この開閉操作部５の少なくとも前記第一半体１若しくは前記第二半体２が内方へ
撓むように構成し、この開閉操作部５の前記第一半体１若しくは前記第二半体２の一方の
撓み可動部８に前記当接部７を設け、これと対向する他方に前記受部６を設け、前記開閉
作業部４が閉動し前記対象物３を挟持するまでは前記当接部７と前記受部６とは当接せず
、前記対象物３を挟持した際更に前記閉力を増大させることで前記撓み可動部８が撓み変
形することにより前記当接部７が前記受部６に対して接近してゆき当接するように構成し
、この当接部７は前記第一半体１と前記第二半体２とを交差枢着する枢着部９より基端側
であって前記開閉操作部５を握持する若しくは指先で挟持して前記閉力を加える力点部10
より先端側に設けたことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の開閉作業具に
係るものである。
【００１１】
　また、前記第一半体１及び前記第二半体２の枢着部９よりも先端側を前記開閉作業部４
とし、基端側を前記開閉操作部５とし、この開閉操作部５の握持部若しくは指先挟持部と
なる前記第一半体１の基端部と前記第二半体２の基端部の一方に内方に突出状態に前記当
接部７を前記枢着部９寄りに設けると共に、他方にこの当接部７と当接する前記受部６を
設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の開閉作業具に係るものであ
る。
【００１２】
　また、前記開閉操作部５に加える閉力が前記開閉作業部４に伝達されこの閉力に応じて
生じる前記対象物３を挟持する前記開閉作業部４の挟持力は、前記開閉操作部５の前記撓
み可動部８が撓んでこの撓み可動部８に設けた前記当接部７が前記受部６に接近して当接
するまでは前記開閉操作部５に加える閉力の増大に応じて増大し、前記当接部７と前記受
部６とが当接した時点を境にして、更に前記開閉操作部５に加える閉力を増大させても、
この開閉操作部５に加える閉力の増大に応じて増大せずに前記当接部７と前記受部６とが
当接した当接時の前記閉力の所定値に応じた挟持力をピーク値として減少するように構成
したことを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の開閉作業具に係るものである
。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明は上述のように構成したから、挟持若しくは切断する対象物を開閉作業部で挟持
し単に開閉操作部に閉力を増大させながら加えてゆくだけの極めて単純な操作で、対象物
を開閉作業部で潰したり、破損させたり、或いは表面にキズを付けたりすること無しに挟
持することができる画期的な開閉作業具となる。
【００１４】
　具体的にいうと、本発明の開閉作業具で挟持操作によって潰したくないもの、壊したく
ないもの、或いは表面にキズを付けたくないものなどデリケートな構造の対象物を挟持す
る際、この対象物を開閉作業部で潰したり、破損させたり、或いはキズを付けたりしない
ように開閉操作部の閉じ操作を微妙な閉力で調整しながら慎重に操作することなく、単に
対向する開閉操作部を互いに内方の閉じ方向に押圧させる閉力を増大させながら加える操
作、例えば握持操作や指先での摘まみ操作といった極めて簡易な操作をするだけで上述し
たようなデリケートな構造の対象物を潰したり、破損させたり、或いは表面にキズを付け
たりすることなく簡単に挟持することができる。
【００１５】
　即ち、本発明の開閉作業具は、いくら開閉操作部に閉力を加えていっても開閉作業部に
は開閉操作部に加えた所定値以上の閉力に応じた力が伝わらないので、開閉作業部はピー
ク値以上の挟持力で対象物を挟持することがなく、従って、例えば、微妙な閉力の力加減
を調整することなくぎゅっと開閉操作部を握持したり指先で摘まんだりして閉じ方向に押
圧させる閉力を加えて対象物を開閉作業部で挟持しても、このデリケートな構造の対象物
を潰さず、破損させず、或いは表面にキズを付けずに挟持することができる。
【００１６】
　例えば、血管などの潰れ易くキズ付き易い繊細なものを対象物として挟持する場合でも
、予めこの対象物がどの程度の挟持力で潰れてしまうか、或いはどの程度の挟持力でキズ
が付いてしまうかを調べて、開閉作業部の挟持力のピーク値を、この事前に調べた対象物
を潰したり表面にキズを付けたりする挟持力に達しず、それでいて十分に対象物を挟持す
ることができる挟持力に設定することで、作業者は開閉操作部を握持操作若しくは指先で
摘まみ操作してこの開閉操作部に加えていく閉力を開閉作業部に伝達し過ぎないように気
にしながら少しずつ加えてゆくといった煩わしい操作をすることなく、何も気にせず、単
に、開閉操作部を握持操作若しくは指先で摘まみ操作するだけで良いので、極めて容易に
、且つ気楽に血管などの潰れ易くキズ付き易いデリケートな構造物を対象物として挟持す
ることができる画期的な開閉作業具となる。
【００１７】
　しかも、開閉操作部の撓みは、対象物を挟持したり切断したりする際の抵抗によって生
じる弾性力の反作用であるので、撓みによる弾性力の反作用を開閉操作部を操作する手や
指先で感じ取ることで作業者は開閉作業部が対象物を掴んだということを確認でき、また
、この開閉操作部が撓み続けることで、この撓みの弾性力の反作用も作業者の手や指先に
伝わり続けるので、作業者は常に開閉作業部が対象物を掴み続けていることを感じ取るこ
とができることとなり、よって、開閉作業部が対象物をきちんと挟持しているかどうかの
不安感を抱くことなく対象物を挟持していることを確信し安心して挟持作業することがで
きる実用性に優れた画期的な開閉作業具となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施例を示す斜視図である。
【図２】本実施例を示す正面図である。
【図３】本実施例の使用状態を示す説明正面図である。
【図４】本実施例の使用状態を示す説明正面図である。
【図５】本実施例の使用状態を示す説明正面図である。
【図６】本実施例の使用状態を示す説明正面図である。
【図７】本実施例の撓み可動部の構成例を示す正面図である。
【図８】本実施例の当接部と受部との対向間隔の構成例を示す正面図である。
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【図９】本実施例の撓み可動部の厚みを薄く、且つ当接部と受部との間隔を狭く設定した
際の開閉操作部に加える閉力と、この閉力を加えた際の開閉操作部の撓み移動量と、開閉
作業部に伝達される挟持力との関係を示す図である。
【図１０】本実施例の撓み可動部の厚みを厚く、且つ当接部と受部との間隔を狭く設定し
た際の開閉操作部に加える閉力と、この閉力を加えた際の開閉操作部の撓み移動量と、開
閉作業部に伝達される挟持力との関係を示す図である。
【図１１】本実施例の撓み可動部の厚みを薄く、且つ当接部と受部との間隔を広く設定し
た際の開閉操作部に加える閉力と、この閉力を加えた際の開閉操作部の撓み移動量と、開
閉作業部に伝達される挟持力との関係を示す図である。
【図１２】別実施例を示す正面図である。
【図１３】別実施例を示す正面図である。
【図１４】別実施例を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００２０】
　本発明の開閉作業具を用いて対象物３を挟持したり切断したりする際は、対向する第一
半体１と第二半体２との先端部、即ち挟持部若しくは切断部となる開閉作業部４の間に対
象物３を配置し、対向する第一半体１と第二半体２との基端部、即ち開閉操作部５にこの
開閉操作部５を、例えば握持操作若しくは指先で摘まみ操作して互いに内方の閉じ方向に
押圧させる閉力を加えることで開閉作業部４が閉動して対象物３を挟持する。
【００２１】
　この対象物３を開閉作業部４で挟持した状態で更に開閉操作部５に閉力を増大させなが
ら加えてゆくことで、対象物３に対して挟持力若しくは切断力が作用すると同時に、この
対象物３を挟持若しくは切断する際の抵抗力が生じ、この抵抗力によって開閉操作部５が
内方へ撓み始める。
【００２２】
　この開閉操作部５が内方に撓むことで、この開閉操作部５の撓み可動部８に設けた当接
部７がこの当接部７と対向状態に設けた受部６に接近する。
【００２３】
　このように、開閉操作部５を、例えば握持したり指先で摘まんだりして、この開閉操作
部５に閉力を加えた際に生じる開閉操作部５の撓みは、開閉作業部４で対象物３を挟持し
たり切断したりする際の抵抗によって生じる弾性力の反作用であるので、この撓みによる
弾性力の反作用を、開閉操作部５を操作する手や指先で感じ取ることで作業者は開閉作業
部４が対象物３を掴んだということを容易に把握することができる。
【００２４】
　このように作業者は開閉操作部５が撓むことによって対象物３を掴んでいることを手や
指先で感じ取り安心して挟持操作を続けることができ、更に開閉操作部５に閉力を増大さ
せながら加えてゆくと、開閉操作部５は更に内方に撓んでゆき、この開閉操作部５の撓み
に伴って当接部７と受部６とが更に接近してゆき、開閉操作部５に加えられる閉力が所定
値に達したときに当接部７が受部６に当接する。
【００２５】
　この当接部７と受部６とが当接することで、開閉操作部５に更に閉力を増大させながら
加え続けても、この閉力の増大に応じて当接部７より第一半体１と第二半体２の基端側、
即ち開閉操作部５は更に内方に撓んでゆくが、当接部７より第一半体１と第二半体２の先
端側、即ち開閉作業部４にはこの増大する閉力は伝達されなくなる。
【００２６】
　即ち、開閉操作部５が撓むことによって、第一半体１と第二半体２とに設けた当接部７
と受部６とが当接し、この当接部７と受部６との当接が開閉作業部４への閉力の伝達を抑
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制するので、作業者はこの当接部７と受部６とが当接することで、開閉作業部４の挟持力
がこれ以上開閉操作部５に閉力を加えても増大しないピーク値となったことを把握するこ
とができる。
【００２７】
　また、この当接部７と受部６とが当接し、開閉操作部５に閉力を増大させながら加えて
いっても、この増大する閉力が開閉作業部４に伝達されない状態となった際には、この開
閉作業部４の挟持力は、例えば、当接部７と受部６とが当接した時点の挟持力のまま、即
ち、一定の挟持力を保った状態となる、若しくはこの当接部７と受部６とが当接した当接
時の挟持力がピーク値となる最大挟持力となり、この当接部７と受部６とが当接した当接
時を境に更に開閉操作部５に閉力を増大させながら加えることによって開閉作業部４の挟
持力が減少してゆく状態となる。
【００２８】
　また、当接部７と受部６とが当接した後も開閉操作部５に閉力を増大させながら加える
ことで、開閉操作部５はより一層撓んで、作業者が握持し易い状態、若しくは指先で摘ま
み易い状態を保持することができ、このような握持し易い状態、若しくは指先で摘まみ易
い状態まで開閉操作部５に閉力を加えても、開閉作業部４で挟持している対象物３には、
ピーク値以上の挟持力が掛からないので、作業者は開閉操作部５から開閉作業部４に伝達
される閉力を気にすることなくこの開閉操作部５の閉じ操作、即ち、対向する第一半体１
と第二半体２との開閉操作部５を互いに内方の閉じ方向に押圧させる閉力を微妙に調整す
ることなく加えることができることとなる。
【００２９】
　即ち、対象物３には開閉操作部５に所定の閉力が加えられ、当接部７と受部６とが当接
した時点のピーク値となる挟持力以上の力が作用しないので、この当接部７と受部６とが
当接した時点のピーク値となる挟持力が対象物３を潰したり、破損させたり、或いは表面
にキズを付けたりする必要以上の挟持力よりも小さい挟持力となり、且つ十分に対象物３
を挟持する力を有する挟持力となるように挟持力のピーク値を設定することで、作業者は
従来のように対象物３を潰さないように、破損させないように、或いは、表面にキズを付
けないように、開閉操作部５に加える閉力の力加減を微妙に調整しながら慎重にゆっくり
と作業しなくてもよく、或いは、閉力を加え過ぎないように、例えば手の握持動作や指先
の摘まみ動作を中途半端状態で止めて手や指に負担を掛けてしまうといったこともなく、
例えば単に手で開閉操作部５を握持する、若しくは単に指先で開閉操作部５を摘まんでゆ
き、この開閉操作部５に閉力を増大させながら加えてゆくだけの極めて簡単な操作で、挟
持操作によって潰したくないもの、壊したくないもの、或いは表面にキズを付けたくない
ものなどデリケートな構造の対象物３を容易に挟持することができ、しかも、従来に比し
てスピーディーに操作できるので作業効率も格段に向上する極めて実用性、作業性に優れ
た画期的な開閉作業具となる。
【００３０】
　また更に、当接部７が受部６に当接して開閉作業部４に閉力が伝達されない状態になっ
た後も、作業者は開閉操作部５を更に握持する若しくは指先で摘まむことで、この開閉操
作部５を撓ませて、この撓みによって生じる弾性力の反作用を、この開閉操作部５を握っ
ている手若しくは摘まんでいる指で感じ取ることで、作業者は開閉操作部５に閉力をどの
程度加えているかもおおよそ把握することができ、更には、開閉作業部４で対象物３を掴
み続けていることを確信し安心して作業することができ、更に、例えば、装置やロボット
などを用いて人の手以外でこの開閉操作部５に閉力を加える場合でも、開閉操作部５の撓
み量を目視することで、作業者が手や指で閉力の増大を感じ取るのと同様にこの開閉操作
部５に閉力を増大させながら加えていることが容易に把握できるとともに、開閉作業部４
が対象物３を掴み続けていることが把握できる。
【００３１】
　従って、本発明を、例えば、手術の際に血管を挟持する手術用器具として用いた場合で
も、予め血管を潰してしまう或いはキズをつけてしまう挟持力を把握しておき、開閉作業
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部４に伝達される挟持力の最大値（ピーク値）がこの予め把握しておいた血管を潰してし
まう或いはキズを付けてしまう挟持力よりも小さい値となるよう所定の閉力の値で当接部
７と受部６とが当接するように設定することで、開閉作業部４にはピーク値以上の挟持力
が作用しないので、作業者は血管を挟持する際にこの血管を潰してしまうというプレッシ
ャーから開放され、しかも、血管のような潰したくないもの、キズを付けたくないものを
対象物３として挟持する際にも、この対象物３を掴んでいることが開閉操作部５の撓み加
減を手や指先で感じ取ることで容易に把握することができ、十分な挟持力で対象物３を挟
持しているかどうか分からない不安感を抱くこともなく、気楽に、そして容易に血管を挟
持することができる実用性に優れた画期的な開閉作業具となる。
【実施例】
【００３２】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００３３】
　本実施例は、一対の第一半体１と第二半体２とを途中で重合交差させて枢着し、この対
向する第一半体１と第二半体２との先端部を、挟持部若しくは切断部とする開閉作業部４
とし、前記対向する第一半体１と前記第二半体２の基端部を、互いに内方の閉じ方向に押
圧させる閉力を加えることで前記先端部の開閉作業部４が閉動して対象物３を挟持若しく
は切断する開閉操作部５とし、この開閉作業部４の前記第一半体１の先端部と前記第二半
体２の先端部とで前記対象物３を挟持した状態で、更に前記開閉操作部５に前記閉力を加
えると、この閉力の増大に応じて少なくとも前記第一半体１の基端部若しくは前記第二半
体２の基端部が内方へ撓むように構成し、この撓みによって可動する当接部７とこの当接
部７が当接する受部６とを対向状態にして前記開閉操作部５に設け、前記閉力を増大させ
てゆくことで前記当接部７を撓み可動させて前記受部６に接近させ、この閉力が所定値に
達したとき前記当接部７が前記受部６に当接して、前記開閉操作部５に加える前記閉力を
更に増大させ続けても、前記閉力の増大に応じて前記当接部７より基端側は更に撓むがこ
の増大する前記閉力は前記開閉作業部４に伝達されず前記対象物３には前記当接部７と前
記受部６とが当接した当接時の前記所定値以上の閉力に応じたピーク値となる挟持力若し
くは切断力以上の挟持力が伝達されないように構成した開閉作業具である。
【００３４】
　具体的には、第一半体１及び第二半体２は、適宜な材質、例えば、金属または合成樹脂
からなる部材を所定形状に形成し、夫々に、先端側に対象物３を挟持する挟持部としての
開閉作業部４を設け、基端側にこの開閉作業部４を開閉操作する開閉操作部５を設け、こ
の開閉作業部４と開閉操作部５との境界となる位置に枢着部９を設けた構成とし、本実施
例では、この開閉作業部４と開閉操作部５とを一体形成した構成としている。尚、本実施
例では上述したように第一半体１及び第二半体２は夫々一体成形した構成としているが、
開閉作業部４と開閉操作部５とを分割自在な構成としても良い。
【００３５】
　具体的には、開閉作業部４は、第一半体１の基端部と第二半体２の基端部とを対向状態
に配設した開閉操作部５を、手で握持する若しくは指先で挟持し内方へ押圧する閉力を加
えることで間隔が狭められる閉動動作をなして対象物３を挟持する第一半体１の先端部と
第二半体２の先端部とで構成している。尚、本実施例では、この開閉作業部４を対象物３
を挟持する挟持部に形成した構成としているが、この先端部に切断刃を設けて対象物３を
切断する切断部とする構成としても良く、本実施例の特性を発揮するものであれば適宜採
用し得るものである。
【００３６】
　また、この開閉作業部４を開閉操作する開閉操作部５は、全体的な形状を外方に凸とな
る湾曲形状に形成し、基端部に指を挿入し摘まみ操作する指挿入部11を設け、先端部に撓
み可動部８を設けた構成としており、この指挿入部11に指を挿入し閉力を加える点を力点
部10とし、この力点部10に指先を摘まみ操作することで生じる閉力を加えることで開閉作
業部４が閉動し対象物３を挟持し、この開閉作業部４が対象物３を挟持した挟持力の反作
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用によって撓み可動部８が撓み変形して開閉操作部５が撓む若しくは可動する構成として
いる。
【００３７】
　具体的には、指挿入部11は指先を挿入し得る直径を有する円形状に形成しており、この
ように円形状に形成した指挿入部11に指先を挿入して開閉操作部５を操作することで、内
方に閉力を加える閉じ操作だけでなく、この開閉操作部５を外方に広げる操作も指二本で
操作できるように構成している。
【００３８】
　尚、この指挿入部11の形状は、本実施例に示す円形状に限定することなく、図１４に示
すように、内方に湾曲した形状や直線的な形状でも良く、本実施例の特性を発揮するもの
、或いは、近似する特性を発揮するものであれば適宜採用し得るものである。
【００３９】
　また、本実施例では、指挿入部11を設けて指先で摘まみ操作する構成としているが、指
挿入部11を設けず、開閉操作部５を握持操作するように構成しても良く、或いは、人の手
や指先で操作するのではなく、機械、装置、ロボットなどで操作するよう構成しても良く
、その形状、構成は適宜変更可能なものとする。
【００４０】
　また、撓み可動部８は、具体的には、アルミ板材若しくはＳＵＳ板材を湾曲させ略Ｓ字
形状に形成し、第一半体１と第二半体２とを重合枢着した際に、これら第一半体１の撓み
可動部８と第二半体２の撓み可動部８とが対向状態且つ左右対称状態となるように第一半
体１と第二半体２とに夫々設けた構成としている。
【００４１】
　更に具体的に説明すると、この撓み可動部８は、内方に向かって凸となる基端側湾曲部
８ａと外方に向かって凸となる先端側湾曲部８ｂとからなり、基端側湾曲部８ａの一端を
開閉操作部５の先端部より稍基端側の位置から内方に突設し、他端側を第一半体１若しく
は第二半体２の先端側、即ち、開閉作業部４側に向けて円を描くように湾曲し基端側湾曲
部８ａを形成し、この基端側湾曲部８ａの他端を外方に凸となるように湾曲して先端側湾
曲部８ｂを形成し、この先端側湾曲部８ｂの一端を枢着部９と連設した構成としている。
【００４２】
　また、この撓み可動部８は、図７（ａ）に示すように厚みを薄くした構成、或いは図７
（ｂ）に示すように厚みを厚くした構成としても良く、このように撓み可動部８の厚みを
変えることで、この撓み可動部８の撓み変形する度合いを変化させることができる。
【００４３】
　尚、本実施例では、この撓み可動部８を第一半体１と第二半体２との両方に設けた構成
としているが、図１３，図１４に示すように、この撓み可動部８を第一半体１若しくは第
二半体２のいずれか一方のみに設けた構成としても良く、また、この撓み可動部８は、上
述した材質・形状に限定するものではなく、例えば、棒材でも良く、また、所望の撓みが
生じるように適宜厚みや直径を設定したり、孔を形成して撓みを調整したり、或いは、材
質を変更（例えば合成樹脂など）するなどしても良く、本実施例の特性を発揮するもので
あれば適宜採用し得るものである。
【００４４】
　また、この対向する撓み可動部８の一方の基端側湾曲部８ａに当接部７を設け、他方の
基端側湾曲部８ａに受部６を設けた構成としている。
【００４５】
　具体的には、本実施例では、この当接部７と受部６とは、開閉操作部５に閉力増大させ
ながら加えてゆき、これによって対向状態に設けた撓み可動部８が内方に撓み変形し接近
してゆき、開閉操作部５に加えられる閉力が所定値になった際に当接する接点の一方を当
接部７、他方を受部６としており、本実施例では、第一半体１側の接点を当接部７とし、
第二半体２側の接点を受部６とし、これらは夫々の基端側湾曲部８ａの最も内方に突出し
た位置（点）付近となるように構成している。
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【００４６】
　また、この当接部７と受部６とは、開閉作業部４に対象物３を挟持していない状態で単
に閉じ状態にしただけでは当接しない構成としている。言い換えると、この開閉作業部４
が完全に閉動した状態、即ち、第一半体１の先端部と第二半体２の先端部とが接した状態
において、当接部７と受部６との間に所定の間隔を設けた構成とし、この当接部７と受部
６とは、撓み可動部８が撓むことによって当接するように構成している。
【００４７】
　また、この当接部７と受部６との間隔は、図８（ａ）に示すように間隔を狭くした構成
、或いは図８（ｂ）に示すように間隔を広くした構成としても良く、このように当接部７
と受部６との間隔を変えることで、この撓み可動部８が撓み変形し始めてから当接部７と
受部６とが当接するまでに開閉操作部５に加える閉力が変わるので、開閉作業部４に伝達
される挟持力を変えることができる。
【００４８】
　即ち、対象物３を挟持する挟持力を小さくしたい場合は、当接部７と受部６との間隔を
狭く設定し早く当接部７と受部６とを当接させて開閉作業部４に開閉操作部５の閉力が伝
達されないように構成し、逆に大きな挟持力で挟持させたい場合は、当接部７と受部６と
の間隔を広くした構成とすると良く、挟持する対象物３に適切に対応した挟持力となるよ
う当接部７と受部６との間隔は適宜設定変更可能なものとする。
【００４９】
　上述のように構成した本実施例の作用・効果について以下に説明する。
【００５０】
　図３～図６は、本実施例の使用状態、即ち、開閉作業部４で対象物３を挟持し、開閉操
作部５に閉力を加えていった際の本実施例の状態を示す図である。
【００５１】
　具体的には、図３は、開閉作業部４で対象物３を挟持した状態を示す図である。この開
閉作業部４で対象物３を挟持している状態で指挿入部11の力点部10に閉力を増大させなが
ら加えてゆくと、図４に示すように、撓み可動部８が内方に撓み変形し、開閉操作部５が
内方に撓むと共に撓み可動部８の基端側湾曲部８ａに設けた当接部７と受部６とが接近し
始める。
【００５２】
　更に力点部10に閉力を増大させながら加えてゆくと、更に撓み可動部８が内方に撓み変
形し当接部７と受部６とが更に接近すると共に、開閉操作部５が更に内方に撓んでゆき、
この閉力が所定値に達すると、図５に示すように、当接部７と受部６とが当接する。
【００５３】
　この図３～図５の状態では、開閉操作部５（指挿入部11の力点部10）に加えた閉力が開
閉作業部４に伝達され、開閉作業部４にはてこの原理で開閉操作部５に加えた閉力に応じ
た挟持力が生じ、この加えた閉力に応じた挟持力で対象物３を挟持することとなる。
【００５４】
　この当接部７と受部６とが当接した状態となっても、更に開閉操作部５に閉力を増大さ
せながら加えてゆくと、図６に示すように、更に撓み可動部８が内方に撓み変形し、開閉
操作部５が更に内方に撓んでゆくが、この当接部７と受部６とが当接することで、この当
接部７と受部６との接点より先端側は、閉動動作しようとする動作が伝わらず、従って、
開閉作業部４には開閉操作部５に更に増大しながら加えた閉力に応じた挟持力は生じず、
開閉作業部４の挟持力は当接部７と受部６とが当接した時点の挟持力のまま、若しくは、
減少する。
【００５５】
　本実施例では、撓み可動部８を内方に凸となる基端側湾曲部８ａと外方に凸となる先端
側湾曲部８ｂとを連結した略Ｓ字形状に形成した構成としており、開閉操作部５に閉力を
増大させながら加えてゆき、開閉操作部５に加えられる閉力が所定値となり当接部７と受
部６とが当接するまでは、基端側湾曲部８ａと先端側湾曲部８ｂとのいずれも内方に撓み
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変形するが、当接部７と受部６とが当接した後で更に開閉操作部５に所定値以上の閉力が
加えられると、基端側湾曲部８ａの当接部７（受部６）よりも基端側は更に内方に撓み変
形するが、この基端側湾曲部８ａの基端側の撓み変形により、この基端側湾曲部８ａの当
接部７（受部６）よりも先端側を外方に押圧する力が作用する。
【００５６】
　この基端側湾曲部８ａの先端側が外方に押圧されることで先端側湾曲部８ｂが外方の開
き方向に押圧される力が作用し、よって、開閉作業部４が開き方向に動作し対象物３を挟
持する挟持力が減少するように構成している。
【００５７】
　即ち、本実施例は、図９～図１１の開閉操作部に加える閉力と、この閉力を加えた際の
開閉操作部の撓み移動量と、開閉作業部に伝達される挟持力との関係に示すように、開閉
作業部４に対象物３を挟持した状態で開閉操作部５に閉力を増大させながら加えてゆくと
、始めは撓み可動部８が撓み変形することで開閉操作部５は内方に撓み移動してゆき、開
閉作業部４には増大してゆく閉力に応じて挟持力が増大してゆく。
【００５８】
　そして、開閉操作部５に加えられる閉力が所定値となった際に当接部７と受部６とが当
接することで開閉作業部４にはこれ以上増大する閉力に応じた挟持力が伝達されなくなる
ので、この当接部７と受部６とが当接する当接時の挟持力が最大挟持力、即ち、開閉作業
部４の挟持力のピーク値となり、これを境にして、開閉操作部５に閉力増大させながら加
え続けることで、逆に開閉作業部４を開き方向に動作させるので開閉作業部４の挟持力は
減少傾向を示すこととなる。
【００５９】
　図９～図１１について、具体的に説明すると、図９は、本実施例の基本構成、即ち、撓
み可動部８の厚みが薄く、当接部７と受部６との間隔が狭く設定したものであり、図１０
は、この基本構成において、当接部７と受部６との間隔はそのままにし、撓み可動部８の
厚みを厚く（２倍の厚み）設定した場合のものを示す。
【００６０】
　また、図１１は、上述した基本構成において、当接部７と受部６との間隔を広く（２倍
の間隔）設定した場合のものを示す。
【００６１】
　本実施例は、てこの原理によって、開閉操作部５に加えられた閉力が開閉作業部４に伝
達される際に、加えられた閉力の５倍の挟持力となるように設計している。
【００６２】
　この開閉操作部５に加えられる閉力が所定値に達するまでは、この開閉操作部５に閉力
を増大させながら加えてゆくと開閉操作部５の撓み移動量は一定に増加してゆき、開閉作
業部４が対象物３を挟持する挟持力は閉力の５倍の傾きで増大してゆく。
【００６３】
　そして、開閉操作部５に加えられる閉力が所定値に達したところで、当接部７と受部６
とが当接することで、開閉作業部４の挟持力はピーク値となり、これ以降、開閉操作部５
に閉力を増大させていっても、挟持力は減少してゆく。
【００６４】
　また、この当接部７と受部６との当接を境に、開閉操作部５に加えられる閉力によって
開閉操作部５が撓み移動する量が変化する。具体的には、開閉操作部５は撓み難くなるの
で、開閉操作部５の撓み移動量を一定状態で増大させるには、開閉操作部５に加える閉力
をより大きな閉力にしなければならないこととなる。
【００６５】
　また、例えば、この開閉操作部５に閉力を増大させながら加え続けてゆくことで、いず
れ開閉作業部４が対象物３を挟持する挟持力がゼロになり、開閉作業部４は対象物３を挟
持できなくなり、開閉作業部４から対象物３を開放する状態が発生する。
【００６６】
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　即ち、一般的な開閉作業具は、対象物３を開閉作業部４で挟持する場合は、開閉作業部
４を閉動させるために開閉操作部５に閉じ方向の力を加え、対象物３を開閉作業部４から
開放する場合は、開閉操作部５に開き方向の力を加える二種類の操作を行うが、本実施例
は対象物３を挟持する場合も、開放する場合も開閉操作部５に閉じ方向の力を加える一操
作のみ、即ち、ワンアクションで操作することもできる。
【００６７】
　従って、本実施例の開閉作業具で挟持操作によって潰したくないもの、壊したくないも
の、或いは表面にキズを付けたくないものなどデリケートな構造の対象物３を挟持する際
、開閉作業部４に対象物３を潰さない、壊さない、或いは表面にキズを付けない挟持力で
且つ十分に対象物３を挟持することが可能な挟持力が生じる所定の閉力を加えた際に当接
部７と受部６とが当接するように構成することで、この対象物３を開閉作業部４で潰した
り、破損させたり、或いはキズを付けたりしないように開閉操作部５の閉じ操作を微妙な
閉力で調整しながら慎重に操作することなく、単に対向する開閉操作部５を互いに内方の
閉じ方向に押圧させる閉力を増大させながら加える操作、例えば握持操作や指先での摘ま
み操作といった極めて簡易な操作をするだけで上述したようなデリケートな構造の対象物
３を潰したり、破損させたり、或いは表面にキズを付けたりすることなく簡単に挟持する
ことができるので余計な気を使う必要がなくなり作業がし易くなり、更に、従来に比して
スピーディーに操作できるので作業効率も格段に向上する実用性、作業性に優れた画期的
な開閉作業具となる。
【００６８】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【符号の説明】
【００６９】
　１　第一半体
　２　第二半体
　３　対象物
　４　開閉作業部
　５　開閉操作部
　６　受部
　７　当接部
　８　撓み可動部
　９　枢着部
　10　力点部
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